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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃｅを発光元素とし、少なくともＧｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｃｅ及びＯからなるガーネット構
造の母体結晶からなり、所定の厚さを有する蛍光体素子であって、
　波長５５０nmの光に対する吸収係数μが０．６mm-1以下であり、前記蛍光体素子を構成
する結晶の平均結晶粒径が４μｍ以上であることを特徴とする蛍光体素子。
【請求項２】
　Ｃｅを発光元素とし、少なくともＧｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｃｅ及びＯからなるガーネット構
造の母体結晶からなり、所定の厚さを有する蛍光体素子であって、
　厚さ1.8mmにおける光透過率が35％以上であり、前記蛍光体素子を構成する結晶の平均
結晶粒径が４μｍ以上であることを特徴とする蛍光体素子。
【請求項３】
　Ｃｅを発光元素とし、少なくともＧｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｃｅ及びＯからなるガーネット構
造の母体結晶からなり、所定の厚さを有する蛍光体素子であって、
　60keVのＸ線に対する感度が、光透過率100％の感度を100とするとき、76以上であり、
前記蛍光体素子を構成する結晶の平均結晶粒径が４μｍ以上であることを特徴とする蛍光
体素子。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか１項記載の蛍光体素子であって、相対密度が99.8％以上であ
ることを特徴とする蛍光体素子。
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【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか１項記載の蛍光体素子であって、厚さが1.8mm以上であるこ
とを特徴とする蛍光体素子。
【請求項６】
　前記蛍光体は、原料粉末を合成し、平均粒径が４μｍ以上の蛍光体粉末を得る工程と、
前記蛍光体粉末を焼結する工程とを含む製造方法により製造されたことを特徴とする請求
項１ないし５いずれか１項記載の蛍光体素子。
【請求項７】
　前記蛍光体は、原料粉末を合成し、平均粒径が１μｍ以下の蛍光体粉末を得る工程と、
前記蛍光体粉末を焼結する工程とを含む製造方法により製造されたことを特徴とする請求
項１ないし５いずれか１項記載の蛍光体素子。
【請求項８】
　前記蛍光体は、原料粉末を合成し、蛍光体粉末を得る工程と、前記蛍光体粉末を融点直
下の温度で常圧焼結する工程とを含む製造方法により製造されたことを特徴とする請求項
１ないし５いずれか１項記載の蛍光体素子。
【請求項９】
　放射線により発光する蛍光体素子と、前記蛍光体による発光を検出する光電変換素子と
を備えた放射線検出器において、前記蛍光体素子として請求項１ないし８いずれか１項記
載の蛍光体素子を用いたことを特徴とする放射線検出器。
【請求項１０】
　放射線源と、この放射線源に対向して配置された放射線検出器と、これら放射線源及び
放射線検出器を保持し、被検体の周りで回転駆動される回転円板と、前記放射線で検出さ
れた放射線の強度に基づき前記被検体の断層像を画像再構成する画像再構成手段とを備え
た医用画像診断装置において、前記放射線検出器として請求項９に記載の放射線検出器を
用いたことを特徴とする医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、Ｘ線、γ線などを検出する放射線検出器、特にＸ線ＣＴ装置などの医用画像
診断装置に好適な放射線検出器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、Ｘ線ＣＴ装置などの医用画像診断装置に用いる放射線検出器としては、Xeガス電離
箱方式のものや、CdWO4、CsI:Tlなどの単結晶シンチレータや、希土類酸化物系蛍光体（
特公昭63-59436号、特開平3-50991号、WO99/33934）や希土類硫化物系蛍光体（特公昭60-
4856号）を用いたセラミックシンチレータなどの蛍光体素子と、Siフォトダイオードや光
電子倍増管などの光電変換素子を組み合わせた固体検出器が用いられてきた。近年のＸ線
ＣＴ装置の放射線検出器においては、固体検出器が主流となっている。
【０００３】
このような医用画像診断装置に用いられる放射線検出器に要求される特性としては、放射
線に対する高い発光効率を有することと共に、広範囲のエネルギーの放射線に対して感度
が高いこと、すなわちエネルギー依存性が小さいことが挙げられる。エネルギー依存性が
大きいと、感度の低いエネルギーの放射線に対しては、放射線検出器の濃度分解能が低く
なり、画質の低下を招くことになる。
この放射線検出器の特性は、放射線検出器を構成する素子のうち、特に蛍光体素子の特性
に大きく依存し、発光効率が高くエネルギー依存性の小さい蛍光体素子を使用することが
望まれる。
【０００４】
これまで発光効率が高くエネルギー依存性の小さく、放射線検出器に好適な蛍光体素子に
関し、いくつかの提案がなされ、本出願人においてもCeを発光元素とし、Gd、Al、Gaを含
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む希土類酸化物蛍光体を提案しており、CdWO4に比べ極めて高い放射線感度を実現してい
る。しかしながら、近年のＸ線ＣＴ装置においては、被検体の周りを回転走査するＸ線の
走査時間を短縮して計測時間を短縮すると共に、検出器素子を一次元化して小型化する傾
向にあり、放射線検出器としては、さらに高感度で低エネルギー依存性のものが求められ
るようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は、発光効率が高く且つ低エネルギー依存性を有する蛍光体素子を提供する
ことを目的とする。また本発明は、広範囲のエネルギーの放射線に対し高感度な放射線検
出器を提供することを目的とする。さらに本発明は、走査時間を短縮した場合にも高画質
の画像を得ることができる医用画像診断装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明者らは、発光効率の高いGd3(Al，Ga)5O12：Ce系の蛍光
体素子について、低エネルギー依存性を得るための条件を鋭意研究した結果、図１に示す
ように、蛍光体のエネルギー依存性は、その光透過率と関連し、光透過率が高い場合には
、広いエネルギー範囲に亘って、光透過率100％の場合に比べ感度の低下が少ないが、光
透過率が低い場合には、放射線のエネルギーが小さくなるにつれ、感度の低下も大きくな
ることを見出した。特に、この蛍光体の主発光波長である550nmの光に対する吸収係数μ
を0.6mm-1以下とすることにより、放射線検出器として必要な放射線吸収率を維持できる
最小限の厚さにおいて、低エネルギー放射線に対する感度低下を軽減できることを見出し
本発明に至ったものである。
【０００７】
即ち、本発明の蛍光体素子は、Ceを発光元素とし、少なくともGd、Al、Ga及びOを含んだ
ガーネット構造の母体結晶からなる蛍光体を用いた蛍光体素子であって、波長550nmの光
に対する吸収係数μが0.6mm-1以下のものである。ここでμは、光吸収をＩ(d)=I0e

-μd（
dは吸収体の厚さ）と表したときの吸収係数である。
【０００８】
また本発明の蛍光体素子は、上記蛍光体素子であって、相対密度が99.8％以上であり、且
つ平均結晶粒径が4μｍ以上のものである。ここで相対密度とは、単結晶の密度（理論密
度）を100％としたときの相対的な値である。
結晶粒径が大きく相対密度が高い緻密な構造とすることにより、光の光路長を短くするこ
とができ、これにより光透過率を高めることができる。
【０００９】
以下、本発明の蛍光体素子について詳述する。
本発明の蛍光体素子は、少なくともGd、Ce、Ga、Al、Oからなりガーネット構造の母体結
晶からなる。ガーネット構造であるために、Gd/(Al+Ga+Gd)の原子比が0.33以上、0.42以
下であることが好ましい。
このようなガーネット構造の母体結晶からなる蛍光体は、本出願人による特許出願明細書
（特開2001-4753号公報）に記載された蛍光体と同様であり、この明細書に記載された、
蛍光体の組成及び構造に関する説明は、本明細書の一部とする。
【００１０】
本発明の蛍光体は、更に、波長550nmの光に対する吸収係数μが0.6mm-1以下であり、この
ような吸収係数を有するために、結晶粒径が4μｍ以上の高密度の多結晶体であることが
好ましい。このような多結晶体からなる蛍光体は、１）構成元素の酸化物、炭酸化物等の
原料粉末を混合し、合成するプロセスと、２）合成後の粉末を粉末焼成（焼結も含む）す
るプロセスを経て製造することができ、この際、一次粒径の大きい合成粉末を用いて焼結
するか、焼結時に結晶粒が成長するような焼結条件で焼結する。これにより、焼結体とし
て結晶粒径が大きく、相対密度の高い焼結体を得ることができる。なお、本明細書におい
て、粉末の一次粒径は、粉体粒子を構成している最小単位の粒子の粒径を意味し、焼結体
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の結晶粒径は、多結晶体である焼結体を構成している最小単位の結晶粒の粒径を意味する
。
【００１１】
以下、本発明の蛍光体素子の具体的に製造方法を説明する。
合成プロセスとしては、１）通常の酸化物混合法を主体とした方法、２）共沈法、ゾルゲ
ル法といった液相を介する方法、３）酸化物混合法を主体として合成した粉末を再度機械
的に微細化する方法が挙げられる。
【００１２】
酸化物混合法の場合、Gd2O3、Al2O3、Ga2O3、Ce2O3等の原料粉末を、湿式混合した後、こ
の混合粉末を1400℃～1700℃の大気中で数時間焼成する。この際、原料粉末の粒径及びそ
の後の焼結プロセスに応じて焼成温度を適宜調整する。例えば、原料粉末の粒径が比較的
小さく、例えばサブミクロンサイズ（1μｍ以下）の場合には、1500℃以下で焼成するこ
とが好ましい。このような粒径範囲の原料粉末を1500℃以下で焼成した場合、焼成後にで
きる粉末の一次粒径は原料粉末と同程度であるが、サブミクロンサイズの粉末はその後の
焼結によって結晶が成長し、結果として結晶粒径の大きな焼結体を得ることができる。
【００１３】
また原料粉末の粒径が比較的大きい、例えば0.1～数μｍ程度の場合には、1500℃以上、
好適には1550℃～1650℃の高温で焼成する。これにより一次粒径の比較的大きい蛍光体粉
末が得られる。具体的には平均粒径が数μｍ以上の蛍光体粉末が得られる。このような一
次粒径の蛍光体粉末を焼結することにより、同程度の結晶粒径を有する焼結体が得られる
。焼結体としてできるだけ大きな結晶粒径を得るためには、焼成後さらに蛍光体粉末を分
級し、所定の大きさ以上の粉末を焼結に用いることが好ましい。
【００１４】
共沈法の場合、原料元素の硝酸塩、塩酸塩、硫酸塩、蓚酸塩等を水に溶かして複合水溶液
とし、この複合複合水溶液に尿素、炭酸水素アンモニウム等を添加し、Gd-Ce-Al-Ga-O前
駆体を沈殿させる。この沈殿物を洗浄し、乾燥後、1200℃程度で仮焼成し合成粉末を得る
。共沈法では、サブミクロン以下の合成粉末が得られる。
機械的に微細化する方法は、酸化物混合法で得られた合成粉末をボールミル等の粉砕手段
で微細化するものであり、サブミクロン以下の合成粉末を得る場合に採用される。
【００１５】
上記手法により得られた合成粉末を、所望の形状、例えば板状に加圧成型した後、焼結す
る。焼結は、ホットプレス法、ＨＩＰ法、常圧焼結法、さらには常圧焼結法とＨＩＰ法と
の併用法等で行うことができる。このうち、特にホットプレス法、常圧焼結法が好適であ
る。ホットプレス法では、真空中の雰囲気下で、1400～1700℃の焼結温度、500kgf/cm2程
度の加圧力で数時間焼結する。常圧焼結法では、3000kgf/cm2程度の圧力で静水圧プレス
を行った後、蛍光体の融点直下の焼結温度(具体的には1600～1700℃)で、大気中或いは純
酸素中で数時間～数十時間焼結する。ＨＩＰ法は、サブミクロン以下の合成粉末を用いる
場合に採用することができ、金属製カプセル中に合成粉末を入れ、真空封止して、1400℃
前後の温度で2000atm程度の圧力で焼結を行う。
【００１６】
また焼結時には、焼結助剤を用いることが好ましい。焼結助剤としては、LiF、LiCl等の
リチウム化合物、K2SO4、KNO3、K2CO3、K3PO4等のカリウム化合物、BaF2等を用いること
ができる。特に、LiF、LiClが好ましい。このような焼結助剤は、蛍光体粉末に対し0.001
～10重量％程度用いることができ、その添加により、焼結時の結晶の成長を促し、結晶粒
径の大きな焼結体を得ることができる。
【００１７】
既に述べたように、比較的粒径が小さな原料粉末を焼成して得られた粒径の小さい合成粉
末の場合には、このような焼結助剤を用いなくても上述した焼結条件において結晶が成長
し、大きな結晶粒径の焼結体が得られる。また焼成後の合成粉末を分級することによって
、大きな一次粒径のものを選択して焼結に供した場合にも、焼結助剤を用いなくても大き
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な結晶粒径の焼結体が得られる。従ってこれらの場合には、焼結助剤は用いても用いなく
てもよいが、焼成後の合成粉末の粒径が比較的大きく且つブロードな分布を有するときに
は、焼結助剤を添加することが必要である。
【００１８】
このような条件で焼結することにより、相対密度99.8％以上で、結晶粒径が4μｍ以上の
緻密な焼結体を得ることができる。この焼結体を、所定の厚さ、好適には1.8mm以上に切
り取り、蛍光体素子を得る。このような相対密度の高い結晶においては、粒界の三重点な
どにおける空孔の数や大きさが著しく減少するため、光の散乱が減少する。これにより焼
結体を透過する光の光路長が短くなり、結果として蛍光体素子の光透過率を向上すること
ができる。
【００１９】
また本発明の蛍光体素子は、厚さを1.8mm以上とすることにより、高い放射線吸収性を確
保できるので、放射線検出器として用いた場合に高い検出能を発揮することができる。具
体的にはシンチレータの厚さを1.8mm以上とすることにより、管電圧120kVのＸ線を照射し
た場合に、Ｘ線を95％以上吸収させることができる。
【００２０】
このようにして製造された本発明の焼結体は、放射線を吸収したときの主発光波長が550n
mであり、この波長の光に対する吸収係数μが0.6mm-1以下である。この吸収係数を、厚さ
1.8mmの蛍光体素子の光透過率に換算すると35％以上となる。光透過率が35％以上である
ことにより、低エネルギー側の放射線に対する感度低下を低減し、エネルギー依存性の小
さい蛍光体素子が得られる。
【００２１】
【実施例】
以下、本発明の蛍光体素子の実施例を説明する。
【００２２】
実施例１
出発原料粉末として、粒径が0.1～5μｍ程度のGd2O3、Al2O3、Ga2O3、Ce2(C2O4)3・9H2O
粉末を用い、これらを混合した後、1550℃～1650℃で焼成することにより、一次粒径が2
～6μｍ程度のGd3(Al,Ga)5O12:Ce蛍光体粉末を得た。この粉末から、一次粒径が4μｍ以
上の粉末のみを分け取り、加圧成型し、真空中で1500℃、500kgf/cm2にてホットプレス焼
結し、蛍光体粉末とほぼ同じ結晶粒径を持つ焼結体を得た。得られた焼結体を機械加工し
て厚さ1.8ｍｍのセラミックシンチレータを作成した。
【００２３】
　この焼結体の相対密度は99.9％であった。またこのシンチレータの波長550nmの光に対
する吸収係数μは0.57mm-1であり、波長550nmの光に対する光透過率は36％であった。こ
の場合、60keVのＸ線に対する感度は、光透過率100％の感度を100としたとき76以上であ
り、低エネルギー領域についても十分な検出感度を有することが示された。
【００２４】
比較例１
実施例１と同様の原料粉末を用いて、温度1500℃で焼成することにより、一次粒径が1～3
μｍ程度のGd3(Al,Ga)5O12:Ce蛍光体粉末を得た。この蛍光体粉末を加圧成型した後、実
施例１と同じ焼結条件（真空中、1500℃、500kgf/cm2のホットプレス）で焼結し一次粒径
と同様の結晶粒径（1～3μｍ程度）を有する焼結体を得た。これを機械加工して、厚さ1.
8ｍｍのセラミックシンチレータを得た。
【００２５】
　この焼結体の相対密度は99.9％であった。また、このシンチレータの波長550nmの光に
対する吸収係数μは0.63mm-1であり、波長550nmの光に対する光透過率は32％であった。
この場合、60keVのＸ線に対する感度は、光透過率100％の場合の感度を100とするとき68
に低下し、低エネルギー領域については十分な検出感度が得られないことが示された。
【００２６】
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実施例２
出発原料粉末として、粒径が0.01～0.1μｍ程度のGd2O3、Al2O3、Ga2O3、Ce2(C2O4)3・9H

2O粉末を用い、これらを混合した後、1400℃～1500℃で焼成することにより、一次粒径が
0.05～0.1μｍ程度のGd3(Al,Ga)5O12:Ce蛍光体粉末を得た。この粉末を加圧成型し、真空
中で1500℃、500kgf/cm2にてホットプレス焼結した。この焼結条件では、結晶が蛍光体粉
末の一次粒径より大きく成長し、約10μｍの結晶粒径を有する焼結体が得られた。この焼
結体を機械加工して厚さ1.8ｍｍのセラミックシンチレータを作成した。
【００２７】
この焼結体の相対密度は99.9％以上であった。またこのシンチレータの波長550nmの光に
対する吸収係数μは0.30mm-1であり、波長550nmの光に対する光透過率は58％であった。
この場合、60keVのＸ線に対する感度は、光透過率100％の感度を100とするとき87であり
、実施例１のシンチレータよりも更に低エネルギー領域の検出感度が向上した。
【００２８】
実施例３
実施例１と同様の原料粉末を用いて、温度1500℃で焼成することにより、一次粒径が1～3
μｍ程度のGd3(Al,Ga)5O12:Ce蛍光体粉末を得た。この蛍光体粉末に焼結助剤としてLiFを
0.1重量％添加して加圧成型した後、実施例１と同じ焼結条件（真空中、1500℃、500kgf/
cm2のホットプレス）で焼結した。この焼結条件では、結晶が蛍光体粉末の一次粒径より
大きく成長し、約5μｍの結晶粒径を有する焼結体が得られた。これを機械加工して、厚
さ1.8ｍｍのセラミックシンチレータを得た。
【００２９】
この焼結体の相対密度は99.9％であった。またこのシンチレータの波長550nmの光に対す
る吸収係数μは0.53mm-1であり、波長550nmの光に対する光透過率は39％であった。60keV
のＸ線に対する感度は、光透過率100％の感度を100とするとき78で、低エネルギー領域に
ついても十分な検出感度が得られることが示された。
【００３０】
実施例４
実施例１と同様の原料粉末を用いて、温度1500℃で焼成することにより、一次粒径が1～3
μｍ程度のGd3(Al,Ga)5O12:Ce蛍光体粉末を得た。この蛍光体粉末に焼結助剤としてLiFを
0.1重量％添加して加圧成型した後、この蛍光体の融点直下の温度である1600～1700℃で
、大気中で常圧焼結した。この焼結条件においても、結晶が蛍光体粉末の一次粒径より大
きく成長し、約5μｍの結晶粒径を有する焼結体が得られた。これを機械加工して、厚さ1
.8ｍｍのセラミックシンチレータを得た。
【００３１】
この焼結体の相対密度は99.9％であった。またこのシンチレータの波長550nmの光に対す
る吸収係数μは0.51mm-1であり、波長550nmの光に対する光透過率は39％であった。この
場合、60keVのＸ線に対する感度は、光透過率100％の感度を100とするとき78で、低エネ
ルギー領域についても十分な検出感度が得られることが示された。
【００３２】
以上の実施例からわかるように、本発明の蛍光体素子は、波長550nmの光に対する吸収係
数が0.6mm-1以下であることにより、発光効率が高く、低エネルギーの放射線に対しても
感度低下が少なかった。このような蛍光体素子は、以下に述べるように放射線検出器用の
蛍光体素子として好適であり、高い検出能の放射線検出器が得られる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の放射線検出器およびそれを用いた医用画像診断装置について説明する。
【００３４】
図２は、本発明の放射線検出器の断面を示したものである。この放射線検出器は、複数の
蛍光体素子１と、これら蛍光体素子１に、蛍光体素子１の発光を吸収しない光学接着剤に
よってそれぞれ接着された複数の光電変換素子２と、これら光電変換素子２を配列した素
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子アレイ基盤３と、蛍光体素子１を覆い、蛍光体素子１から光を反射し、チャンネル管の
クロストークを防止する光反射材４とを備えている。図では、蛍光体素子１は4個のみ示
されているが、蛍光体素子の数は用途によって任意に変更できる。また蛍光体素子及び光
電変換素子の配列は、線状或いは平面状であってもよい。例えば後述するＸ線ＣＴ装置の
放射線検出器の場合、蛍光体素子及び光電変換素子を数100個、円弧状に配列したものか
らなる。
【００３５】
蛍光体素子１は、上述の、Ceを発光元素としGd、Al、Ga、Oを主元素とするガーネット構
造のセラミックシンチレータであり、主発光波長が550nmで、この波長の光に対する吸収
係数μが0.6mm-1以下のものである。厚さは放射線を95％以上吸収できるようにするため
に、1.8mm以上が好ましい。
【００３６】
光電変換素子２は、蛍光体素子１が発光した光を電気信号に変換するもので、応答速度が
速く、また波長550nmにおける変換効率の優れた材料が好ましい。このような材料として
、例えばSi-PINフォトダイオードを用いることができる。光反射材４は、放射線は透過す
るが蛍光体素子が発する光を反射する材料で、通常TiO2樹脂が用いられるが、これに限定
されない。
【００３７】
このような構成における放射線検出器は、蛍光体素子１として、Gd、Al、Ga、Oを主元素
とするガーネット構造のセラミックシンチレータを用いているので、発光効率が従来のCd
WO4に比べ著しく高く、しかも波長550nmにおける吸収係数μが0.6mm-1以下、光透過率35
％以上であるので、低エネルギー側の放射線に対しても高い感度を保つことができる。
本発明の放射線検出器は、次に説明する医用画像診断装置の放射線検出器としてのみなら
ず、産業用の放射線検出器に適用することができ、高い放射線検出能を実現できる。
【００３８】
次に上記放射線検出器を用いた医用画像診断装置について説明する。
図３は、本発明の医用画像診断装置の一実施形態であるＸ線ＣＴ装置の概略を示す図であ
る。このＸ線ＣＴ装置は、被検体の撮影を行なうためのスキャンガントリ部10と、スキャ
ンガントリ部10で得られた計測データを元にＣＴ画像を再構成する画像再構成部20とを備
え、スキャンガントリ部10には、被検体が搬入される開口部14を備えた回転円板11と、こ
の回転円板11に搭載されたＸ線管12と、Ｘ線管12に取り付けられ、Ｘ線束の放射方向を制
御するコリメータ13と、Ｘ線管12と対向して回転円板11に搭載されたＸ線検出器15と、Ｘ
線検出器15で検出されたＸ線を所定の信号に変換する検出器回路16と、回転円板11の回転
及びＸ線束の幅を制御するスキャン制御回路17とが備えられている。
【００３９】
画像再構成部20は、被検者氏名、検査日時、検査条件などを入力する入力装置21、検出器
回路16から送出される計測データＳ1を演算処理してＣＴ画像の再構成を行なう画像演算
回路22、画像演算回路22で作成されたＣＴ画像に、入力装置21から入力された被検者氏名
、検査日時、検査条件などの情報を付加する画像情報付加部23と、画像情報を付加された
ＣＴ画像信号Ｓ2の表示ゲインを調整してディスプレイモニタ30へ出力するディスプレイ
回路24とを備えている。
【００４０】
上記スキャンガントリ部10と画像再構成部20の構成は従来のＸ線ＣＴ装置と同様であるが
、ここではＸ線検出器15として上述した本発明の放射線検出器を用いる。即ち、Ｘ線検出
器15は、シンチレータとフォトダイオートとを組み合わせた検出素子を多数（例えば960
個）円弧状に配列したものであり、シンチレータを構成する蛍光体素子として本発明の蛍
光体素子を用いている。
【００４１】
このＸ線ＣＴ装置では、スキャンガントリ部10の開口部14に設置された寝台（図示せず）
に被検者を寝かせた状態で、Ｘ線管12からＸ線が照射される。このＸ線はコリメータ13に
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したＸ線がＸ線検出器15により検出される。この際、Ｘ線を連続して照射するとともに回
転円板11を被検者の周りに回転させることにより、Ｘ線を照射する方向を変えながら、透
過Ｘ線を検出する。フルスキャンの場合には回転円板の1回転で、ハーフスキャンの場合
には半回転で、被検体のＣＴ像を得るための計測データＳ1が得られる。
【００４２】
この回転円板の回転時間は、近年短時間化する傾向にあり、具体的には0.5～1秒/回転で
ある。Ｘ線検出器16は、この1回転の間に数百回のオンオフを行い、被検者を透過してき
たＸ線を検出する。Ｘ線検出器16が検出するＸ線量は、回転時間の短縮化に伴い、減少す
ることになるが、本発明のＸ線ＣＴ装置では、放射線感度が高く、低エネルギー依存性の
Ｘ線検出器16を用いているので、回転時間が短縮化しても高出力が得られ、結果として高
画質のＣＴ画像を得ることができる。得られた画像は、ディスプレイモニタ30に表示され
る。
【００４３】
なお、以上の実施形態では、医用画像診断装置としてＸ線ＣＴ装置を例に説明したが、本
発明の医用画像診断装置は、放射線源としてγ線を用いた装置にも適用できる。
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、高発光効率で且つ広範囲のエネルギーの放射線に対して感度が高い蛍光
体素子を提供することができる。またこのような蛍光体素子を用いることにより、放射線
検出能が高く低エネルギー依存性の放射線検出器を提供することができる。さらにこの放
射線検出器を備えたことにより、被検体を透過する放射線の検出能に優れ、高画質なＣＴ
画像を得ることが可能な医用画像診断装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　蛍光体素子の光透過率と放射線感度のエネルギー依存性を説明する図
【図２】　本発明の放射線検出器の一実施形態を示す図。
【図３】　本発明の医用画像診断装置の一実施形態を示す図。
【符号の説明】
１…蛍光体素子、２…光電変換素子、１１…回転円板、１２…Ｘ線管、１５…Ｘ線検出器
、２０…画像再構成部
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